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改 正 前 改 正 後

国立大学法人京都大学教職員就業規則

（平成１６年達示第７０号）

（前 略）

（旅費） （旅費）

第６０条 前条の出張に要する旅費については、国 第６０条 前条の出張に要する旅費については、国

立大学法人京都大学旅費規程（平成１６年達示第 立大学法人京都大学旅費規程（平成１８年達示第

９３号）による。 ３６号）による。

（後 略）

国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規

則

（平成１７年達示第３７号）

（前 略）

（旅費） （旅費）

第７１条 前条の出張に要する旅費については、国 第７１条 前条の出張に要する旅費については、国

立大学法人京都大学旅費規程（平成１６年達示第 立大学法人京都大学旅費規程（平成１８年達示第

９３号）の定めるところによる。 ３６号）の定めるところによる。

（後 略）

国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規

則

（平成１７年達示第３８号）

（前 略）

（旅費） （旅費）

第６３条 前条の出張に要する旅費については、国 第６３条 前条の出張に要する旅費については、国

立大学法人京都大学旅費規程（平成１６年達示第 立大学法人京都大学旅費規程（平成１８年達示第

９３号）の定めるところによる。 ３６号）の定めるところによる。

（後 略）

附 則

この規則は、平成１８年７月１日から施行する。


